
令和２年３月１３日 
住 宅 局 住 宅 生 産 課 

 

～ポイント発行の申請期間は令和２年３月 31日までです。お忘れなく！～ 

消費税率 10％への引上げ後の住宅購入等を支援するため、一定の性能を有する住

宅の新築やリフォームに対して商品と交換できるポイントを付与する「次世代住宅

ポイント制度」について、令和２年２月末時点の実施状況について公表します。 

 

１ ポイント申請受付状況について 

 令和２年２月 累計 

（１）新築※ 24,285戸 104,885戸 

（２）ﾘﾌｫｰﾑ 47,033戸 153,459戸 

（３）合計 71,318戸 258,344戸 

 

２ ポイント発行状況について 

審査の結果、発行したポイント数及び戸数は下表の通りです。 

※ 予約申請を含みます。 

 

  

 令和２年２月 累計 

（１）新築※ 16,301戸 5,532,831千ポイント 73,825戸 25,403,384千ポイント 

（２）ﾘﾌｫｰﾑ 38,326戸 1,892,653千ポイント 89,812戸 4,357,597千ポイント 

（３）合計 54,627戸 7,425,484千ポイント 163,637戸 29,760,981千ポイント 



 

３ ポイント発行申請期限について 

ポイント発行申請期限は令和２年３月31日です。申請期限前であっても、予算額に達し次

第終了します。対象となる住宅の契約・着工等の対象期間は下表のとおりです。 

 

注文住宅の新築/リフォーム 新築分譲住宅の購入 
完成済新築 

分譲住宅の購入 

10％ ８％ 10％ 10％ 

対
象
期
間 

契約日 

＜工事請負契約＞ 

平成31年4月1日 

～令和2年3月31日 

＜工事請負契約＞ 

平成30年12月21日 

～平成31年3月31日 

＜工事請負契約＞ 

平成30年12月21日 

～令和2年3月31日 

＜不動産売買契約＞ 

平成30年12月21日 

～令和2年3月31日 

＜不動産売買契約＞ 

平成30年12月21日 

～令和元年12月20日 

建築着工/ 

工事着手日※ 

工事請負契約日 

～令和2年3月31日 

令和元年10月1日 

～令和2年3月31日 

工事請負契約日 

～令和2年3月31日 ― 

引渡日 令和元年10月1日～ 令和元年10月1日～ 令和元年10月1日～ 令和元年10月1日～ 

※災害等やむを得ない理由により、年度内に着工することが困難と認められる場合には、令和２年６月30日までです。 

 

４ 参考資料 

（別添１）次世代住宅ポイント実施状況 

（別添２）次世代住宅ポイントの商品への交換状況 

 

 

（問い合わせ先） 

国土交通省住宅局住宅生産課 

電話：03-5253-8111（代表）、FAX：03-5253-1629 

 


